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山
田
達
夫
編
署

『
明
治
前
期
京
都
府

　
　
　
　
林
政
史
資
料
』

　
地
租
改
正
お
よ
び
林
野
官
民
有
区
分
に
つ
い
て

の
研
究
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発

展
、
地
主
制
の
農
開
、
さ
ら
に
近
代
日
本
人
民
の

闘
争
の
特
質
、
し
た
が
っ
て
近
代
天
皇
制
と
日
本

近
代
社
会
の
性
格
の
究
明
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重

要
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
従
来
多

く
の
研
究
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
研
究

に
と
っ
て
、
『
明
治
初
年
地
租
改
正
基
礎
資
料
』

や
、
『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
』
第
一
巻
・

第
七
巻
、
あ
る
い
は
『
明
治
財
政
史
』
第
五
巻
に

収
め
ら
れ
た
政
府
関
係
資
料
は
、
．
い
う
ま
で
も
な

く
根
本
史
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
そ
の

地
位
は
今
な
お
失
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、
研
究
が

こ
う
し
た
政
策
の
具
体
的
な
実
施
・
実
現
過
程
と
、

そ
こ
に
お
け
る
人
民
と
の
対
抗
関
係
の
究
明
へ
と

進
み
う
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
根
本
資
料
に
加

う
る
に
、
政
策
の
実
施
主
体
た
る
府
県
段
階
の
行

政
史
料
、
在
地
の
擬
民
側
の
史
料
を
も
っ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

素
数
年
間
の
研
究
が
、
か
か
る
方
向
に
努
力
を
傾

む
け
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
府
県

レ
ベ
ル
の
史
料
が
大
系
的
に
整
理
さ
れ
、
駆
使
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
き
わ
め
て
大
き
く
立
ち

遅
れ
て
い
る
と
雷
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
本
書
は
、
こ
う
し
た
研
究
動
向
に
対
し
て
、
そ

れ
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
ん
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
。
編
著
者
で
あ
る
山
田
達
夫
氏
は
、
従
来

の
地
租
改
正
研
究
に
つ
い
て
、
θ
中
央
史
料
に
依

拠
し
な
が
ら
聞
題
と
さ
れ
る
府
県
を
選
択
し
て
事

項
ご
と
に
調
査
を
進
め
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た

が
た
め
に
、
総
合
的
な
改
租
過
程
の
研
究
が
お
ろ

そ
か
に
な
っ
て
い
る
、
㊤
中
央
の
政
策
の
実
施
主

体
と
し
て
各
府
県
の
と
っ
た
具
体
的
政
策
に
関
す

る
研
究
が
稀
簿
で
あ
る
、
と
批
判
し
、
地
租
改
正

研
究
の
発
展
の
た
め
に
は
、
温
品
過
程
を
総
合
的

に
跡
づ
け
、
そ
こ
か
ら
出
発
・
立
論
せ
ね
ば
な
ら

ず
、
そ
の
た
め
に
は
政
策
実
施
主
体
と
し
て
の
府

県
に
つ
い
て
、
一
般
性
と
個
別
性
を
考
慮
し
つ
つ

（
そ
の
た
め
、
本
書
史
料
に
は
「
参
考
」
と
し
て

中
央
史
料
が
加
え
ら
れ
て
い
る
）
、
そ
の
実
施
過

程
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
膨
大
な
史
料
の
公
刊
に
い
た
っ
た
編
著

者
の
意
欲
が
う
か
が
え
よ
う
。

　
本
書
は
、
地
租
改
正
お
よ
び
林
野
官
民
有
区
分

に
関
す
る
史
料
を
中
心
と
し
た
史
料
部
分
、
お
よ

び
そ
れ
自
身
こ
の
史
料
を
駆
使
し
た
長
大
な
論
文

と
し
て
の
「
解
説
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
史
料
部
分
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
こ
こ
に

は
、
太
・
書
の
タ
イ
ト
ル
の
京
都
府
林
政
史
関
係
の

史
料
だ
け
で
な
く
、
市
街
地
の
沽
券
・
地
券
・
地

租
改
正
に
関
す
る
史
料
を
も
あ
わ
せ
て
包
括
的
に

収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
時
期
と

史
料
数
（
「
参
考
」
も
含
む
）
を
示
す
と
次
の
ご

と
く
で
あ
る
。

　
一
、
地
租
改
正
・
林
野
官
民
有
区
分
（
明
治
【

　
　
一
二
六
年
、
　
一
L
乃
一
占
描
）

　
二
、
地
籍
編
纂
調
査
（
明
治
九
－
一
五
年
、
ニ

　
　
ニ
点
）

　
三
、
地
押
調
査
（
明
治
一
八
一
二
四
年
、
九
点
）

　
四
、
引
戻
処
分
（
明
治
一
＝
－
二
三
年
、
四
点
）

　
五
、
社
寺
上
地
・
社
寺
林
管
理
（
明
治
三
一
二

　
　
八
年
、
五
一
点
）

　
六
、
存
一
雨
区
別
調
査
。
官
林
境
黒
洲
踏
査
・
境
田
介

　
　
査
定
処
分
（
明
治
九
－
二
八
年
、
二
一
点
）

　
七
、
官
地
・
官
林
払
下
（
明
治
四
－
二
六
年
、

　
　
五
五
点
）

　
八
、
官
林
払
下
（
明
治
一
〇
一
三
三
年
、
四
七

　
　
点
）

　
九
、
官
林
管
理
（
明
治
ニ
ー
三
〇
年
、
三
〇
点
）

　
一
〇
、
国
土
保
全
・
民
有
林
管
理
（
明
治
四
一

　
　
三
〇
年
、
二
五
点
）
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一
一
、
林
産
物
処
理
（
明
治
二
〇
i
二
八
年
、

　
　
一
一
一
一
二
占
…
）

　
　
一
二
、
　
官
制
（
明
治
｝
兀
一
二
六
年
、
　
三
五
占
…
）

　
　
一
三
、
雑
（
朗
治
一
一
－
三
〇
年
、
一
四
点
）

こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
史
料
の
中
心
は
地

胆
改
正
お
よ
び
林
野
官
民
有
区
分
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
多
く
は
、
京
都
府

庁
お
よ
び
京
都
山
林
事
務
所
、
京
都
大
林
区
署
、

大
阪
大
林
区
署
な
ど
林
区
署
の
史
料
一
行
政
文
書

．
で
あ
る
が
、
こ
の
史
料
収
録
の
大
ぎ
な
特
徴
は
、

時
期
的
に
長
期
闊
に
わ
た
る
史
料
、
と
く
に
明
治

二
〇
年
代
以
降
の
史
料
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
最
近
筆
者
も
、
二
〇
年
代
の
動
き
、

と
く
に
地
租
軽
減
・
地
価
修
正
（
地
価
引
下
げ
）

運
動
等
か
ら
、
地
租
改
正
の
本
質
、
改
租
過
程
の

具
体
的
様
絹
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
お
り
、
こ
の
点
で
長
期
に
則
る
大
系
的
な
史

料
の
存
在
は
貴
重
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

　
こ
れ
が
京
都
に
お
い
て
な
さ
れ
た
こ
と
の
も
つ
意

味
も
大
き
い
と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
、
京
都
に

　
つ
い
て
の
研
究
は
、
と
く
に
近
代
史
に
つ
い
て
き

わ
め
て
立
ち
遅
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
史

料
公
刊
が
今
後
の
研
究
の
礎
石
に
な
る
こ
と
は
疑

　
い
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
研
究
状
況
に
規

定
さ
れ
て
、
馬
指
過
程
か
ら
明
治
二
〇
年
代
に
お

　
け
る
人
民
の
側
の
史
料
が
、
丹
後
の
西
原
家
文
書

な
ど
少
数
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
や
は
り
残
念

で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
い
え
よ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
　
「
京
都
府
に
お
け
る
地
稚
改
正
と
林

野
官
民
有
区
分
」
と
題
す
る
「
解
説
」
に
つ
い
て

み
て
お
こ
う
。
こ
の
「
鰐
説
」
に
は
と
く
に
章
だ

て
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
後
編
著
者
が

『
大
阪
経
大
論
集
』
　
（
第
一
〇
三
・
一
〇
四
合
併

号
、
婚
叩
一
〇
六
号
、
第
一
〇
七
号
）
　
に
連
載
さ
れ

て
い
る
同
名
の
論
文
が
、
　
「
解
説
」
と
同
じ
序
列

で
さ
ら
に
立
論
を
深
め
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
、

そ
こ
に
示
さ
れ
た
章
豊
成
を
示
す
と
、

　
1
　
は
じ
め
に

　
丑
　
明
治
初
年
の
土
地
．
・
課
税
政
策
と
壬
申
地

　
　
券
の
施
行

　
　
1
　
明
治
初
年
の
土
地
・
課
税
政
策

　
　
2
　
地
券
渡
方
規
則
と
京
都
府
地
券
心
得
書

　
　
3
壬
申
地
券
の
施
行

　
皿
　
地
租
改
正
条
令
の
発
布
と
田
畑
・
市
街
の

　
　
改
租
事
業

　
W
　
林
野
官
民
有
区
分
と
林
野
改
租

　
V
　
改
稚
事
業
の
完
了
と
地
価
修
正
運
動

　
M
　
官
民
有
区
分
前
後
に
お
け
る
そ
の
他
の
林

　
　
野
政
策
の
展
踊

　
粗
　
お
わ
り
に

ま
ず
一
で
は
、
旧
慣
の
継
承
・
実
態
把
握
を
基
調

と
し
た
難
治
四
年
ま
で
の
土
地
・
課
税
政
策
か
ら

廃
藩
置
県
以
降
の
本
格
的
政
策
へ
の
転
換
、
す
な

わ
ち
、
「
地
券
渡
方
規
則
」
　
（
明
治
五
年
二
月
）

か
ら
「
京
都
府
地
券
心
得
書
」
（
明
治
五
年
一
〇

月
）
、
「
地
所
質
入
書
入
規
則
」
（
明
治
六
年
一
月
）

に
か
け
て
の
地
券
公
布
・
地
価
確
定
に
つ
い
て
の

政
府
・
府
県
の
政
策
の
変
化
・
展
開
を
、
私
的
土

地
所
有
の
農
開
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
、
さ
ら
に
、

皿
の
「
地
程
改
正
条
令
の
発
布
と
田
畑
・
市
街
の

改
租
事
業
」
で
は
、
　
「
沽
券
税
法
」
・
「
地
価
取
調

規
則
条
」
・
「
分
一
税
法
」
案
な
ど
地
租
改
正
方
法

を
め
ぐ
る
諸
見
解
の
対
立
を
経
て
「
地
租
改
正
条

令
」
発
布
に
い
た
る
経
過
を
論
じ
て
、
地
租
の
性

格
を
確
定
し
、
さ
ら
に
、
田
畑
・
三
男
宅
地
お
よ

び
市
街
地
の
改
租
事
業
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、

悪
習
に
あ
た
っ
て
の
地
価
の
算
定
方
法
が
、
従
来

の
定
説
の
よ
う
に
検
査
例
第
二
則
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
第
一
則
・
第
二
贈
併
用
で
申
告
す
べ
し
と

の
た
て
ま
え
を
前
鍵
に
、
実
際
は
、
輸
租
事
業
の

実
施
過
程
で
売
買
地
価
や
第
二
則
の
優
先
は
現
実

に
適
応
し
な
い
こ
と
か
ら
第
一
則
に
移
行
し
た
と

主
張
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
で
W
の
「
林
野
官
民
有

区
分
と
林
野
改
租
」
は
、
著
者
の
最
大
の
主
張
点

で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
林
野
の
官
民
有
区
分
す
な

わ
ち
、
林
野
の
官
没
あ
る
い
は
民
有
帰
属
の
決
定

を
、
農
民
的
商
品
流
通
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
京
都
府
下
で
の
官
民
有
区
分
の
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結
果
を
、
山
国
・
相
楽
・
丹
後
の
三
林
業
地
帯
で

代
表
さ
せ
、
と
く
に
、
商
品
生
産
の
発
展
の
遅
れ

て
い
た
丹
後
で
ほ
と
ん
ど
宮
没
が
な
く
、
そ
れ
に

対
し
て
商
品
生
産
の
発
展
の
進
ん
で
い
た
相
楽
で

童
舞
が
み
ら
れ
る
「
逆
転
現
象
」
を
、
耕
地
と
私

有
林
と
の
補
語
・
結
合
関
係
の
中
で
の
入
会
利
用

の
多
様
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
農
民
的
商
品
流
通

の
概
念
を
拡
大
す
る
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
。

　
以
上
が
簡
単
な
素
描
で
あ
る
が
、
本
書
に
つ
い

て
三
橋
時
雄
氏
が
そ
の
書
評
（
『
書
斎
の
窓
』
翫

二
四
五
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
本
書

は
京
都
府
下
で
の
改
租
と
官
民
有
区
分
を
包
括
的

に
実
証
し
て
、
そ
こ
で
の
特
殊
性
を
見
出
し
、
そ

の
理
由
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
林
業
の
『
発

展
』
に
対
す
る
聴
し
い
見
解
の
提
示
と
そ
れ
に
基

づ
く
分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、

今
後
の
地
租
改
正
研
究
に
一
石
を
投
じ
た
も
の
と

い
え
よ
う
。
た
だ
、
一
言
私
見
を
述
べ
る
な
ら
、

幾
多
の
変
遷
を
経
て
決
定
さ
れ
た
地
価
の
本
質
を

い
か
に
把
握
す
る
の
か
、
そ
の
こ
と
が
、
地
租
軽

減
運
動
、
地
価
修
正
運
動
と
い
か
に
か
か
わ
る
の

か
に
つ
い
て
の
よ
り
つ
っ
こ
ん
だ
究
明
が
必
要
だ

と
思
い
わ
れ
、
ま
た
林
野
の
官
民
有
区
分
に
つ
い

で
は
、
農
民
の
再
生
産
構
造
の
中
で
の
林
野
の
占

め
る
位
置
と
、
そ
れ
を
基
盤
に
展
開
さ
れ
る
人
民

の
運
動
を
そ
の
民
習
・
官
没
決
定
の
大
き
な
要
因

と
し
て
お
さ
え
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

　
　
　
　
〔
A
5
版
　
八
五
四
頁
　
一
九
七
五
年
二
月

　
　
　
　
有
斐
閣
発
行
　
一
二
、
○
○
○
円
〕
　
（
猪
飼

　
　
　
　
隆
明
・
京
都
大
学
研
修
員
）

和
歌
山
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編

和
歌
山
県
史
　
中
世
史
料
一

　
紀
伊
の
中
世
文
書
と
い
え
ば
、
高
野
山
金
剛
峯

寺
に
伝
来
さ
れ
て
き
た
「
宝
悉
曇
」
「
続
宝
簡
集
」

「
十
善
尊
簡
集
」
を
中
心
と
す
る
大
日
本
古
文
書

『
高
野
山
文
書
』
、
お
よ
び
山
内
諸
塔
頭
史
料
を
含

む
中
田
聖
寿
氏
編
『
高
野
山
文
書
』
を
誰
し
も
思

い
う
か
べ
る
が
、
今
般
、
　
『
和
歌
山
県
史
』
中
の

一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
「
中
世
史
料
一
」
は
、

右
の
『
高
野
出
文
書
』
の
う
ち
旧
領
内
文
書
を
修

訂
増
補
し
て
再
録
し
た
ほ
か
は
、
紀
ノ
川
流
域
の

在
地
文
書
を
新
た
に
多
数
紹
介
、
活
字
化
さ
れ
て

い
て
、
こ
の
地
の
荘
園
史
研
究
に
は
見
逃
す
こ
と

の
で
き
な
い
史
料
集
で
あ
る
。

　
紀
ノ
川
流
域
一
帯
を
包
含
す
る
紀
伊
北
部
は
、

東
寺
領
荘
園
（
若
狭
太
良
庄
、
丹
波
大
山
庄
等
）

と
並
ん
で
荘
園
史
研
究
の
最
も
蓄
積
さ
れ
て
き
た

地
域
で
、
江
頭
恒
治
氏
「
高
野
山
領
荘
園
の
研
究
」

を
は
じ
め
、
す
で
に
戦
前
か
ら
多
く
の
業
績
が
発

表
さ
れ
て
お
り
、
地
理
学
の
分
野
か
ら
も
「
河
谷

の
歴
史
地
理
」
が
そ
の
研
究
成
果
と
し
て
公
刊
さ

れ
て
い
て
、
今
な
お
研
究
者
の
関
心
を
ひ
き
つ
け

て
い
る
。
和
歌
山
県
で
は
、
文
化
財
保
存
事
業
と

し
て
昭
和
四
〇
年
度
か
ら
、
紀
ノ
川
・
有
田
川
・

日
高
川
流
域
等
を
重
点
に
古
文
書
調
査
を
実
施
し

て
こ
ら
れ
た
が
、
こ
の
「
中
世
史
料
一
」
は
そ
の

調
査
の
総
合
報
告
書
を
兼
ね
る
意
味
も
有
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
多
数
の
新

発
見
文
書
を
含
む
在
地
文
書
が
、
厳
密
な
史
料
批

判
、
吟
味
を
経
て
公
刊
さ
れ
た
こ
と
は
、
該
地
域

の
中
世
に
於
け
る
実
態
究
明
に
大
き
く
稗
益
す
る

も
の
と
し
て
慶
賀
し
た
い
。

　
次
に
内
容
に
触
れ
る
と
、
本
巻
の
構
成
は
高
野

山
山
内
所
在
文
書
を
除
く
県
内
在
地
文
書
（
か
つ

て
所
在
し
た
文
書
も
含
む
）
の
う
ち
伊
都
・
那
賀

両
郡
の
中
世
文
書
を
二
〇
家
に
分
ち
、
各
家
別
編

年
に
配
列
す
る
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
時
代
は
平

安
中
期
の
正
暦
二
（
九
九
一
）
年
か
ら
、
豊
臣
政

権
末
期
の
文
禄
五
（
一
五
九
六
）
年
に
及
ぶ
。
中

世
の
終
末
を
文
禄
五
年
と
さ
れ
た
根
拠
は
今
一
つ

明
ら
か
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
文
禄
検
地
の
施
行

を
以
て
一
応
の
中
世
終
焉
と
考
え
ら
れ
た
か
と
も

思
わ
れ
る
。
さ
て
本
史
料
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る

家
別
文
書
の
う
ち
最
大
の
も
の
は
粉
河
東
村
王
子
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